
【機関等名】 
 （東京法務局） 
・ 東京法務局出張所 
・ 東京法務局八王子支局 
・ 東京法務局八王子支局出張所 
・ 東京法務局府中支局 
・ 東京法務局府中支局出張所 

 
【所在地等】 
東京法務局出張所 
出張所 郵便番号 所在地 ＴＥＬ 
港 106-8654 港区東麻布２－１１－１１ ０３－３５８６－２１８１ 
新宿 169-0074 新宿区北新宿１－８－２２ ０３－３３６３－７３８５ 
文京 
 

112-0004 文京区後楽１－９－２０飯田橋合同
庁舎 6階 

０３－３８１４－０２８１ 
 

台東 110-8561 台東区台東１－２６－２ ０３－３８３１－０６９４ 
墨田 130-0024 墨田区菊川１－１７－１３ ０３－３６３３－１０１０ 
品川 140-8717 品川区広町２－１－３６品川区総合

庁舎 
０３－３７７４－３４４６ 

目黒 152-8521 目黒区目黒本町１－１６－１７ ０３－３４６３－７６７１ 
城南 146-8554 大田区鵜の木２－９－１５ ０３－３７５０－６６５１ 
世田谷 154-8531 世田谷区上馬２－１４－１横溝ビル ０３－３４６３－７６７１ 
渋谷 150-8301 渋谷区宇田川町１－１０渋谷地方合

同庁舎 
０３－３４６３－７６７１ 

中野    165-8588 中野区野方１－３４－１ ０３－３３８９－３３７９ 
杉並    167-0035 杉並区今川２－１－３ ０３－３３９５－０２５５ 
豊島 171-8507 豊島区池袋４－３０－２０豊島地方

合同庁舎 
０３－３９７１－１６１６ 
 

北 114-8531 北区王子６－２－６６ ０３－３９１２－２６０８ 
板橋 173-0004 板橋区板橋１－４４－６ ０３－３９７１－１６１６ 
練馬 179-8501 練馬区春日町５－３５－３３ ０３－３９７１－１６１６ 
城北 124-8502 葛飾区小菅４－２０－２４ ０３－３６０３－４３０５ 
江戸川 132-8585 江戸川区中央１－１６－２ ０３－３６５４－４１５６ 
大島 100-0101 大島町元町字家の上４４５－９大島

合同庁舎 
０４９９２－２－１２０９ 
 



新島 100-0402 新島村本村３－２－１ ０４９９２－５－０２０５ 
三宅島 100-1101 本局において取り扱っています  
八丈島 100-1401 八丈町大賀郷２２６３ ０４９９６－２－３０８１ 

 
 
東京法務局八王子支局 
 郵便番号  １９２－０３６４  
 所 在 地  八王子市南大沢２－２７フレスコ南大沢 10・11階 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０４２６－７０―６２４０  
 
東京法務局八王子支局出張所 
出張所 郵便番号 所在地 TEL      
立川 190-0022 立川市錦町４－１－１８立川地方

合同庁舎 
０４２－５２４－２７１６ 

青梅 198-0042 青梅市東青梅５－１６－１１ ０４２－８２２―２４２２ 
町田      194-0022 町田市森野２－２８－１４町田地

方合同庁舎 
０４２－７２２―２４１４ 

福生    197-0011 福生市大字福生８９９ ０４２－５５１－０３６０ 
多摩 206-0033 多摩市落合１－１５－１ ０４２－３３７－０５１１ 
五日市 190-0164 あきる野市五日市１８-イ ０４２－５９６－０２０１ 

 
東京法務局府中支局 
 郵便番号  １８３－００５２   
 所 在 地  府中市新町２－４４ 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０４２－３３５－４７５３ 
  
東京法務局府中支局出張所 
出張所 郵便番号 所在地 電話 
武蔵野  180-0022 武蔵野市境２－１４－１スイング

ビル 6階 
０４２－２５２－２４３０ 

田無    188-0011 西東京市田無町４－１６－２４ ０４２４－６１－１１３０ 
 
 
【設置根拠】 
支局   法務省設置法第１９条 
 出張所  法務省設置法第２０条 



【所掌事務】 
支局 
（１） 戸籍に関すること 
（２） 供託に関する事務 
（３） 登記に関する事務等 

 
出張所 
（１） 登記に関する事務 
（２） 供託に関する事務（武蔵野出張所のみ） 

 
【管轄区域】 
出張所 不動産登記管轄区域 商業法人登記管轄区域 
港 港区 港区 
新宿 新宿区 新宿区 
文京 文京区 (文京区の商業登記は、本局が担当) 
台東 台東区 台東区 
墨田   墨田区、江東区 墨田区、江東区 
品川 品川区 品川区 
目黒 目黒区 目黒区 
城南 大田区 大田区 
世田谷 世田谷区 世田谷区 
渋谷 渋谷区 渋谷区 
中野     中野区 中野区 
杉並    杉並区 杉並区 
豊島 豊島区 豊島区 
北 北区、荒川区 北区、荒川区 
板橋 板橋区 板橋区 
練馬 練馬区 練馬区 
城北 足立区、葛飾区 足立区、葛飾区 
江戸川 江戸川区 江戸川区 
大島 大島町、利島村 大島町、利島村 
新島 新島村、神津島村 新島村、神津島村 
三宅島 三宅村、御蔵島村 三宅村、御蔵島村 
八丈島 八丈町、青ヶ島村、小島、鳥島 八丈町、青ヶ島村、小島、鳥島 
八王子支局 八王子市 八王子市 



立川 立川市､昭島市、武蔵村山市、東

大和市 
立川市､昭島市、武蔵村山市、東大和

市 
青梅 青梅市、西多摩郡の内/奥多摩町 青梅市、西多摩郡の内/奥多摩町 
町田      町田市 町田市 
福生    福生市、羽村市、あきる野市（五

日市出張所の管轄に属する地域

を除く）、西多摩郡の内/瑞穂町 

福生市、羽村市、あきる野市、西多

摩郡の内/瑞穂町 

多摩       日野市、多摩市、稲城市 日野市、多摩市、稲城市 
五日市 あきる野市の内 網代、五日市、

伊奈、入野、上ノ台、乙津、小中

野、小峰台、小和田、三内、高尾、

舘谷、戸倉、留原、深沢、山田、

養沢、横沢、西多摩郡の内/日の
出町、檜原村 

西多摩郡の内/日の出町、檜原村 

府中支局 
調布市、狛江市、府中市、小金井

市、国分寺市、国立市 
調布市、狛江市、府中市、小金井市、

国分寺市、国立市 
武蔵野  武蔵野市、三鷹市 武蔵野市、三鷹市 
田無    小平市、東村山市、西東京市、清

瀬市、東久留米市 
小平市、東村山市、西東京市、清瀬

市、東久留米市 
 
【組織】 
 八王子支局    総務課 
          戸籍課 
          統括登記官  
 
府中支局     総務課統括登記官 

統括登記官 
 

 出張所      統括登記官 
 
 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署  東京法務局総務部庶務課文書係 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３−５２１３−１２３４  



【機関等名】 
（東京入国管理局） 
・ 羽田空港出張所 
・ 立川出張所 

 
【所在地等】 
羽田空港出張所 
郵便番号  １４４－００４１  
  所 在 地  大田区羽田空港３－４－４国際線旅客ターミナルビル 
  Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－５７５６－４８５２ 
  Ｆ Ａ Ｘ  ０３－５７５６－４８５４ 
 
立川出張所 
郵便番号  １８６－０００１ 
  所 在 地  国立市北３－３１－２ 立川法務合同庁舎 
  Ｔ Ｅ Ｌ  ０４２―５２８－７１７９ 
  Ｆ Ａ Ｘ  ０４２－５２８－７１７８ 

 
  Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.imm-moj.go.jp（入国管理局ホームページ） 
 
【設置根拠】 
 法務省設置法第２３条、地方入国管理局組織規則第１８条 
 
【所掌事務】 
羽田空港出張所 
・ 出入国の管理に関する事務 

 
立川出張所 
 （１）出入国の管理に関する事務 
 （２）外国人の在留に関する事務 
   
【管轄区域】 
羽田空港出張所  東京国際空港 
 
立川出張所 （１）出入国審査  横田基地、入間基地、調布空港 

（２）在 留 審 査  東京都 
 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署  東京入国管理局総務課総務係 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－５７９６－７１１１ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－５７９６－７１２５ 



 【機関等名】 
 東京保護観察所 
  ・ 八王子支部 
 
 
【所在地等】 
 東京保護観察所 
郵便番号  １００－００１３ 
  所 在 地  千代田区霞が関１−１−１ 中央合同庁舎 6号Ａ棟 
  Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３５９７−０１２０ 
  Ｆ Ａ Ｘ  ０３－５５１１－７２２０ 
 
八王子支部 
郵便番号  １９２－００４６ 
   所 在 地  八王子市明神町４－２１－２ 八王子法務合同庁舎 
   Ｔ Ｅ Ｌ  ０４２６－４２－２２３７ 
   Ｆ Ａ Ｘ  ０４２６－６０－７９７０ 
 
 
【設置根拠】 
 法務省設置法第１５条･第２５条、法務省組織令第７５条、保護観察所組織規則第１０条 
 
 
【所掌事務】 
（１） 犯罪者予防更生法の定めるところにより、保護観察を実施すること。  
（２） 犯罪の予防を図るため、世論を啓発指導し、社会環境の改善に努め、及び犯罪の予

防を目的とする地方の住民の活動を助長すること等 
 
 
【管轄区域】 

 東京保護観察所  東京都２３区及び小笠原村、八王子支庁・大島支庁・三宅支庁の各
管轄区域 

  
八王子支部     東京地方裁判所八王子支部の管轄区域 
 



【組織】 
                             総務課 
所 長   次 長              更生保護振興課 

保護第一課 
保護第二課  
観察第一課 
観察第二課  
観察第三課 
事件管理課 
更生保護振興課 

八王子支部    保護課 
                        観察課 
 

 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署   総務課 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３５９７－０１２０ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－５５１１－７２２０ 
 
 



【機関等名】 
 法務総合研究所  
  ・ 国際連合研修協力部 
 
  
【所在地等】 
 法務総合研究所 
  郵便番号  １００－８９７７ 
  所在地    千代田区霞が関１－１－１ 
  ＴＥＬ    ０３－３５８０－４１１１ 
  ＦＡＸ   ０３－５５１１－７２１３   
  ＵＲＬ      http://www.moj.go.jp/ 

 
国際連合研修協力部 
郵便番号  １８３－００５７ 
  所在地   府中市晴見町１－２６ 
  ＴＥＬ   ０４２－３３３－７０２１ 
  ＦＡＸ   ０４２－３３３－７０２４ 
 

  
【設置根拠】 
 法務省組織令第６１条、法務総合研究所組織規則第３条・第５条・第１９条 

 
    
【所掌事務】 

（１） 法務に関する調査及び研究を行うこと。 
（２） 法務省の職員（矯正の事務に従事する職員及び公安調査庁の職員を除く。）に対して、

職務上必要な研修を行うこと。  
（３） 国際連合と日本国との間に締結される，犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非

行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的と

する研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して研修、

研究及び調査を行うこと。 
（４） 外国（本邦の域外にある国又は地域をいう。）が実施する法制の維持及び整備に関す

る国際協力を行うこと。 



【組織】 
                     総務課       

                     企画課 

         総務企画部       首席研究調査官 

                     首席研修専門官 

 首席国際研修専門官 

  所長     研究部 

         研修第一部     

         研修第二部     

         研修第三部     

         国際連合研修協力部  

         国際協力部      

         支所（札幌、仙台、牛久、名古屋、大阪、広島、高松、福岡） 

 

 

【情報開示請求窓口】 
 担当部署  法務総合研究所総務企画部企画課 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３５９２－７７５４  
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３５９２－７７５３ 



【機関等名】 
 矯正研修所  
  ・ 矯正研修所東京支所 
 
【所在地等】 
 矯正研修所 
郵便番号  １８３－００５７   
  所 在 地  府中市晴見町２－８ 
  Ｔ Ｅ Ｌ  ０４２－３６２－６０４１ 
  Ｆ Ａ Ｘ  ０４２－３４０－７４１５ 

 
東京支所  
 郵便番号  １６５－００２６ 
 所 在 地  中野区新井３－３７－３ 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３２２８－２１６５ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３２２８－２１６６ 

 
【設置根拠】 
 法務省組織令第６１条 
 
【所掌事務】 
矯正の事務に従事する職員に対して、職務上必要な研修を行うこと。 
 
【組織】 
                 教官 
 所 長        教頭   庶務課 
                 教務課 
       支所長   教頭   教官 
 
 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署  庶務課 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０４２－３６２－６０４１ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０４２－３４０－７４１５ 



【機関等名】 
 府中刑務所 
 
【所在地等】 
 郵便番号  １８３－８５２３   
 所 在 地  府中市晴見町４−１０ 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０４２－３６２－３１０１ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０４２－３４０－７４１６ 
 
【設置根拠】 
法務省設置法第８条 

 
【所掌事務】 
懲役、禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者、刑事訴訟法の規定により勾留さ

れる者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行うこと等。 
 
【組織図】 

庶務課 
           総務部         会計課 

用度課 
調査官 

  処遇部        首席矯正処遇官(処遇担当)   次席矯正処遇官 
         首席矯正処遇官(作業担当)   

 所 長    教育部     首席矯正処遇官 
 医務部 
 分類審議室    首席矯正処遇官 
 国際対策室    首席矯正処遇官 

 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署  東京矯正管区総務課 
 Ｔ Ｅ Ｌ ０４８－６００－１５００ 
 Ｆ Ａ Ｘ ０４８－６００－１５０５ 



【機関等名】 
 八王子医療刑務所    
 
【所在地等】 
 郵便番号  １９２－０９０４    
 所 在 地  八王子市子安町３−２６−１ 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０４２６－２２－６１８８ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０４２６－２０－７７２７ 
 
【設置根拠】 
法務省設置法第８条 

 
【所掌事務】 
懲役、禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者、刑事訴訟法の規定により拘留さ

れる者及び死刑の執行の言渡しを受けて拘置される者を収容し、これらの者に対し必要

な処遇を行うこと等。 
 
【組織図】 
                         庶務課 

総務部    会計課 
                   用度課 

               処遇部    処遇部門    
   所 長                企画部門     
                      保健課 
                      医療第一課  

医療部    医療第二課 
                      医療第三課       

            看護課 
        准看護師養成所長  教務        

 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署  東京矯正管区総務課 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０４８－６００－１５００ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０４８－６００－１５０５ 



【機関等名】 
 東京拘置所       
 
【所在地等】 
 郵便番号  １２４－８５６５    
 所 在 地  葛飾区小菅１−３５−１ 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３６９０－６６８１ 
 
【設置根拠】 
法務省設置法第８条 

 
【所掌事務】 
刑事訴訟法の規定により勾留される者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行う

こと等。 
 
【組織図】 
                 庶務課 

総務部    会計課 
用度課 

所 長         調査官 
 処遇部       首席矯正処遇官（処遇担当） 
         首席矯正処遇官（指導担当） 
  分類部       首席矯正処遇官 
  保健課 

                   医務部      医療第一課 
                   医療第二課          
 
【情報開示請求窓口】 
担当部署  東京矯正管区総務課 
Ｔ Ｅ Ｌ  ０４８－６００－１５００ 
Ｆ Ａ Ｘ  ０４８－６００－１５０５ 
 

 



【機関等名】 
 多摩少年院 
 
【所在地等】 
  郵便番号  １９３－０９３２ 
  所 在 地  八王子市緑町６７０ 
  Ｔ Ｅ Ｌ  ０４２６－２２－５２１９ 
  Ｆ Ａ Ｘ  ０４２６－２０－７７６８ 
 
【設置根拠】 
 法務省設置法第８条 

 
【所掌事務】 
  家庭裁判所から保護処分として送致された者及び少年法第５６条第３項の規定により

少年院において刑の執行を受ける者を収容し、これに矯正教育を授けること等 
 
【組織】 
               庶務課 
 院 長           医務課 
        次長     首席専門官 
               教育調査官 
 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署 東京矯正管区総務課 
 Ｔ Ｅ Ｌ ０４８－６００－１５００ 
 Ｆ Ａ Ｘ ０４８－６００－１５０５ 



【機関等名】 
 愛光女子学園      
 
【所在地等】 
 郵便番号  ２０１－０００１   
 所 在 地  狛江市西野川３−１４−２６ 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３４８０－２１７８ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３４８０－２１７９ 
 
【設置根拠】 
 法務省設置法第８条、法務省組織規則第２２条、少年院及び少年鑑別所組織規則第１条 
 
【所掌事務】 
家庭裁判所から保護処分として送致された者及び少年法第５６条第３項の規定により

少年院において刑の執行を受ける者を収容し、これに矯正教育を授けること等。 
 
【組織】 
              庶務課 
  園 長   次 長   医務課 
              教育部門   
            
【情報開示請求窓口】 
 担当部署   東京矯正管区総務課 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０４８－６００－１５００ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０４８－６００－１５０５ 
 



【機関等名】 
 関東医療少年院 
 
【所在地等】 
 郵便番号  １８３－００５２ 
 所 在 地  府中市新町１－１７－１ 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０４２－３６２－２３５５ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０４２－３４０－７６１０ 
  
【設置根拠】 
 法務省設置法第８条 
 
【所掌事務】 
家庭裁判所から保護処分として送致された者及び少年法第５６条第３項の規定により

少年院において刑の執行を受ける者を収容し、これに矯正教育を授けること等。 
 
【組織】 
              庶務課 
   所 長   次 長   医務課 
               首席専門官  
               教育調査官       
 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署  東京矯正管区総務課 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０４８－６００－１５００ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０４８－６００－１５０５ 
 



【機関等名】 
 東京少年鑑別所 
 
【所在地等】 
 郵便番号  １７９－００８４    
 所 在 地  練馬区氷川台２−１１−７ 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３９３１－１１４１ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－５３９９－７１１５ 
  
【設置根拠】 
 法務省設置法第８条 
 
【所掌事務】 
少年法第１７条第１項第２号の規定により送致された者を収容するとともに、家庭裁

判所の行う少年に対する調査及び審判並びに保護処分及び懲戒又は禁錮の言渡しを受け

た１６歳未満の少年に対する刑の執行に資するため、少年の資質の鑑別を行う。 
 
【組織】 
                庶務課 
   院 長   次 長    医務課 
                首席専門官   
                         
【情報開示請求窓口】 
 所管部署  東京矯正管区総務課 
 ＴＥＬ   ０４８－６００－１５００ 
 ＦＡＸ   ０４８－６００－１５０５ 



【機関等名】 
 八王子少年鑑別所 
 
【所在地等】 
 郵便番号  １９２－００１５    
 所 在 地  八王子市中野町２７２６−１ 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０４２６－２５－９１４１ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０４２６－２０－７７６７ 
  
【設置根拠】 
 法務省設置法第８条 
 
【所掌事務】 
（１） 主として家庭裁判所から観護措置として送致された少年を収容し、少年の審判や保

護処分の執行のため、医学、心理学、教育学、社会学などの専門的な知識に基づき

知能、性格、態度、適性などの資質の鑑別を行い、その結果を家庭裁判所に通知す

る。 
（２） 関係機関や一般人からの依頼による鑑別や相談に応じる 

 
【組織】 
               庶務課 
  所 長    次 長    医務課 
                鑑別部門   
 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署  東京矯正管区総務課 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０４８－６００－１５００ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０４８－６００－１５０５ 
 
 



【機関等名】 
 東京婦人補導院 
  
【所在地等】 
 郵便番号  １９２－００１５     
 所 在 地  八王子市中野町２７２６−１ 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０４２６－２２－７０６９ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０４２６－２０－７７６７  
  
【設置根拠】 
 法務省設置法第８条 
 
【所掌事務】 
 売春防止法違反の罪を犯したため補導処分の言渡しを受けた成人の女子を収容して、

これを更生させるために必要な補導として、被収容者の特性に応じた生活指導、職業補

導、医療などを行う。 
 
【組織】 
  院長      補導課 
 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署  東京矯正管区総務課 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０４８－６００－１５００ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０４８－６００－１５０５ 



【機関等名】 
 東京地方検察庁 
  東京地方検察庁八王子支部 
  区検察庁 
 
【所在地等】 
 郵便番号  １００－８９０３ 
 所 在 地  千代田区霞が関１－１－１ 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３５９２－５６１１ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３５９２－７１８５ 
 Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.kensatsu.go.jp/ （検察庁ホームページ） 
      
支部及び区検察庁 
機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ 
八王子支部 192-0905 八王子市明神町４－２１－２ ０４２６－４２－７２９１ 
東京区検 100-0013 千代田区霞が関１－１－１ ０３－３５９２－５６１１ 
八丈島区検 100-1401 八丈島町大賀郷２２６３ ０４９９６－２－００５２ 
伊豆大島区

検 
100-0101 大島町元町字家の上４４５－９ ０４９９２－２－１１６４ 

新島区検 100-0101 大島町元町字家の上４４５－９ ０４９９２－２－１１６４ 
八王子区検 192-0905 八王子市明神町４－２１－２ ０４２６－４２－７２９１ 
立川区検 190-0022 立川市錦町４－１－１９ ０４２―５２４－５２４５ 
武蔵野区検 180-0006 武蔵野市中町２－１１－４ ０４２２－５５－０２１１ 
青梅区検 192-0905 八王子市明神町４－２１－２ ０４２６－４２－７２９１ 
町田区検 194-0022 町田市森野２－２８－１４ ０４２－７２０－１８０３ 

 
 
【設置根拠】 
地方検察庁、区検察庁  法務省設置法第 14条、検察庁法第 2条第１項 
地方検察庁支部     検察庁法第２条第４項 
 
【所掌事務】 
刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行

を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めると

きは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令が

その権限に属させた事務を行う。 



【組織】 
 東京地方検察庁 
                            総務課 
                            人事課 
               事務局  事務局次長   文書課 
                            会計課 
                            用度課 
                           企画調査課 
                          情報システム管理課 
検事正 次席検事      総務部          教養課 
                            司法修習課 
                            監査課  
                            検察広報官 
                     検務監理官  総括検務官 
               刑事部 

交通部 
公安部 
特別捜査部 
公判部 
検事 
首席捜査官  次席捜査官   総括捜査官 

                            総務課 
    八王子支部           総括検務官 
     検事             総括捜査官 
 
 

東京区検察庁 

                                       総務課 
                                  会計課 
  上席検察官        総務部           総括検務官   
               刑事部 
               公判部    
                道路交通部          道路交通総務課 

                   総括検務官 
                                       統括捜査官 
             副検事  



 
その他の区検察庁 
  上席検察官                       統括検務官 
             副検事  
 
 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署  東京地方検察庁総務部企画調査課 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３５９２－５６１１ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３５９２－７７６５ 
 
 
 
 
 



【機関等名】 
 公安調査庁研修所 
 
 
【所在地等】 
 郵便番号  １００－００１３ 
 所 在 地  千代田区霞が関１－１－１中央合同庁舎第 6号館 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３５９２－５７１１ 
 
 
【設置根拠】 
 公安調査庁設置法第 4条、法務省組織令第８３条 
 
 
【所掌事務】 
公安調査庁の職員に対して、職務上必要な研修を行うこと。 
 
 
【組織】  
研修所長     法務教官 
 
 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署  総務部総務課審理室 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３５９２－５７１１ 
 
 


